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の
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す
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改
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す
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条
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同
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○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
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一
部
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改
正
す
る
条
例
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…
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同
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懲
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す
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す
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員
団
体
の
た
め
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す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
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正
す
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
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○
東
京
都
議
会
議
員
及
び
東
京
都
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
）…
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○
東
京
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都
税
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例
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一
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を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
主
税
局
）…
	

○
東
京
都
男
女
平
等
参
画
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
）…



○
学
校
職
員
の
定
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…（
東
京
都
教
育
委
員
会
）…



○
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…（
同
）…



○
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条

例
第
七
六
号
）

一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
七
号
）

一

東
京
都
立
病
院
の
業
務
を
行
う
地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
す
る
こ
と
に
伴
い
、
特
殊
勤
務

手
当
の
種
類
及
び
支
給
範
囲
を
改
め
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
八

号
）

一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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◉
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
九
号
）

一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
す
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
〇
号
）

一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
一
号
）

一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

育
児
休
業
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
の
取
得
対
象
と
な
る
職
員
の
範
囲
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条

例
第
八
二
号
）

一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
三
号
）

一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
四

号
）

一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
五
号
）

一

多
様
な
性
の
理
解
の
推
進
に
一
層
取
り
組
む
た
め
、
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度

を
創
設
し
ま
す
。

㈠

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
定
義
等
に
つ
い
て
定
め
ま
す
。

㈡

東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
の
実
施
に
つ
い
て
定
め
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
一
一
月
一
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
議
会
議
員
及
び
東
京
都
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
六
号
）

一

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
一
七
二
号
）
の
施
行
を

踏
ま
え
、
公
費
負
担
の
限
度
額
を
改
定
し
ま
す
。

（
例
）
自
動
車
借
入
れ
契
約
の
場
合
の
上
限
額
（
一
台
、
一
日
）

一
五
、
八
〇
〇
円

↓

一
六
、
一
〇
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
七
号
）

一

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
不
動

産
の
取
得
者
が
登
記
の
申
請
を
し
た
場
合
は
、
取
得
に
関
す
る
申
告
を
不
要
と
す
る
ほ
か
、
所

要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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条

例

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布

す
る
。令

和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
七
十
六
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第

五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項

又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
非
常
勤
職
員

の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め

る
職
員
と
み
な
す
。

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

◉
東
京
都
男
女
平
等
参
画
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
八
号
）

一

都
の
附
属
機
関
等
の
委
員
構
成
に
つ
い
て
、
男
女
い
ず
れ
の
性
も
委
員
総
数
の
四
〇
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
と
な
る
よ
う
努
め
る
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
学
校
職
員
の
定
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
九
号
）

一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九

〇
号
）

一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
一
号
）

一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
三
号
）
の
施
行
等
を
踏
ま

え
、
六
〇
歳
を
超
え
る
職
員
の
給
与
を
当
分
の
間
、
六
〇
歳
時
の
七
割
の
水
準
と
す
る
特
例
を

設
け
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
条
例
第
九
二
号
）

一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
三
号
）
の
施
行
等
に
伴
い
、

六
〇
歳
を
超
え
る
職
員
の
教
職
調
整
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
を
当
分
の
間
、
六
〇

歳
時
の
七
割
の
水
準
と
す
る
特
例
を
設
け
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
三
号
）

一

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る

政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
介
護
補
償
の

額
を
改
定
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
ま
す
。
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令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
八
号
及
び
第
十

九
号
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
都
立
病
院
そ
の
他
の
機
関
」
を
「
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
府
中
療
育

セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
都
立
病
院
」
を
「
保
健
所
」
に
、
「
治
療
、
看
護
」
を
「
検
体
採
取
、

移
送
」
に
、
「
感
染
症
病
原
体
」
を
「
又
は
感
染
症
病
原
体
」
に
改
め
、
「
、
又
は
血
液
透
析
若
し
く

は
こ
れ
に
伴
う
業
務
に
従
事
し
た
と
き
」
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を

削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
都
立
病
院
、
」
を
削
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
場
合
」
を
「
交
替
制
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
そ
の
他
の
職
員

が
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
）
の
規

定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
の
全
部
又
は
一
部
が
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら

翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
勤
務
に
従
事
し
た
と
き
」

に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
額
」
を
「
一
勤
務
に
つ
き
三
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
都
立
病
院
そ
の
他
の
機
関
」
を
「
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
又
は
府
中

療
育
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
四
及
び
第
四
十
三
条
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
四
及
び
第
四
十
三
条
の
五

削
除

第
四
十
三
条
の
六
第
一
項
中
「
都
立
病
院
そ
の
他
の
機
関
」
を
「
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
又
は
府
中

療
育
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
七
及
び
第
四
十
三
条
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
七
及
び
第
四
十
三
条
の
八

削
除

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
四
十
三
条
の
六
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京

都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ

と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
施
行
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
七
十
八
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
条
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
十
九
条
中
「
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
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な
す
。

職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
七
十
九
号

職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
「
範
囲
で
」
の
下
に
「
、
そ

の
発
令
の
日
に
受
け
る
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
減
ず
る
額
が
現
に
受
け
る
給
料
及
び
地
域
手
当
の
合
計
額
の
五
分
の

一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
を
当
該
合
計
額
か
ら
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項

又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
懲
戒

に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
す
。

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
号

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
反
す
る
休
職
及
び
降
給
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
法
」
に
、
「
外
」
を
「
ほ

か
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
降
任
に
関
す
る
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
附
則
第
十
項
、
学
校

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
）
付
則
第
九
項
又
は
東
京

都
公
営
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
条
例
第
十
九

号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
同
条
中
「
の
規
定
に
よ
る
降
給
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
附
則
第
十
項
、
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
）
付
則
第
九
項
及
び
東
京
都
公
営
企
業
職
員
の
給
与
の

種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
条
例
第
十
九
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
降
給
」
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項

又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
分
限

に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
と
み
な
す
。

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。
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令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
一
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
条
例
第
四
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
定
年
条
例
」
と
い

う
。
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

定
年
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
同
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を

含
む
。
第
六
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員

第
六
条
第
三
号
中
「
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
条
例
第
四
号
）
」
を

「
定
年
条
例
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

定
年
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員

第
十
三
条
第
一
号
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改

め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項

又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
す
。

職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布

す
る
。令

和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
二
号

職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
条
例
第

九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項

又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
団
体
の

た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職

を
占
め
る
職
員
と
み
な
す
。

東
京
都
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
三
号

東
京
都
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
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又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
職
員
定
数

条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
す
。

職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
四
号

職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
東
京
都
条
例
第
百
二
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十

八
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
五
号

東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十

年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
定
義
）

第
三
条
の
二

こ
の
章
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

性
自
認
が
出
生
時
に
判
定
さ
れ
た
性
と
一
致
し
な
い
者
又
は
性
的
指
向

が
異
性
に
限
ら
な
い
者
を
い
う
。

二

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係

双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
互
い

を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
相
互
の
人
権
を
尊
重
し
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
継
続
的
に
協

力
し
合
う
こ
と
を
約
し
た
二
者
間
の
関
係
を
い
う
。

第
二
章
中
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
）

第
七
条
の
二

都
は
、
多
様
な
性
に
関
す
る
都
民
の
理
解
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
関
係
に
係
る
生
活
上
の
不
便
の
軽
減
な
ど
、
当
事
者
が
暮
ら
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
つ
な
げ
る

た
め
、
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
は
、
知
事
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
に
あ
る
者

（
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
都
の
区
域
内
に
お
い
て
居
住
し
、
就
業
し
、
又
は
就
学
し
て
い
る
場

合
に
限
る
。
）
か
ら
の
宣
誓
に
係
る
届
出
を
受
理
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
制
度
を
い
う
。

３

都
は
、
都
が
実
施
す
る
施
策
等
に
お
い
て
、
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
の

趣
旨
を
十
分
に
尊
重
し
、
適
切
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
実
施

す
る
施
策
等
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

東
京
都
規
則
で
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
同
年
十
月

十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実

現
を
目
指
す
条
例
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
受
理
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日

前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
議
会
議
員
及
び
東
京
都
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
六
号

東
京
都
議
会
議
員
及
び
東
京
都
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
議
会
議
員
及
び
東
京
都
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
（
平

成
五
年
東
京
都
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
イ
中
「
一
万
五
千
八
百
円
」
を
「
一
万
六
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
七
千
五

百
六
十
円
」
を
「
七
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
七
円
五
十
一
銭
」
を
「
七
円
七
十
三
銭
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
五
円
二

銭
」
を
「
五
円
十
八
銭
」
に
、
「
三
十
七
万
五
千
五
百
円
」
を
「
三
十
八
万
六
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
三
十
一
万
五
百
円
」
を
「
三
十
一
万
六
千
二
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
五
百
二
十
五
円
六
銭
」
を
「
五
百
四
十
一
円
三
十
一
銭
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
二
十
六
万
二

千
五
百
三
十
円
」
を
「
二
十
七
万
六
百
五
十
五
円
」
に
、
「
二
十
七
円
五
十
銭
」
を
「
二
十
八
円
三
十

五
銭
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
議
会
議
員
及
び
東
京
都
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の

公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以

後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
東
京
都
議
会
議
員
及
び
東
京
都
知
事
の
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
東
京
都
議
会
議
員
及
び
東
京
都
知
事
の
選
挙
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
七
号

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
不
動
産
の
取
得
に
つ
い
て
、
当
該
不
動
産
を
取
得
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
不

動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
に
関
す
る
登
記

又
は
所
有
権
の
登
記
の
申
請
を
し
た
場
合
（
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
請
が
却
下
さ

れ
た
場
合
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
五
条
第
二
項
中
「
に
お
い
て
は
、
前
項
」
を
「
に
は
、
前
項
本
文
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の

た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
不
動
産
の
取
得
に
つ
い
て
、
当
該
不
動
産
を
取
得
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
不

動
産
登
記
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
に
関
す
る
登
記
又
は
所
有
権
の
登
記
の
申
請
を
し
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
六
条
の
二
並
び
に
第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
四
十
五
条
第
二
項
に
規
定

す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
際
、
併
せ
て
」
を
「
不
動
産
取
得
税
を
課
さ
れ
る
べ
き
不
動
産
を
取
得
し
た

日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
中
「
第
七
十
三
条
の
十
八
第
三
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
八
第
四
項
」
に
、
「
に
よ

つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
を
す
る
際
、
併
せ
て
」
を

削
り
、
「
の
申
告
が
」
の
下
に
「
当
該
不
動
産
取
得
税
を
課
さ
れ
る
べ
き
土
地
を
取
得
し
た
日
か
ら
三

十
日
以
内
に
」
を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
の
四
の
三
第
一
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ

り
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
四
の
四
第
二
項
中
「
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
を
す
る

際
、
併
せ
て
」
を
削
り
、
「
の
申
告
が
」
の
下
に
「
当
該
不
動
産
取
得
税
を
課
さ
れ
る
べ
き
不
動
産
を

取
得
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
四
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
五
号

五
分
の
四

附

則

（
施
行
期
日
）
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１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

附
則
第
十
四
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施

行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の

不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
男
女
平
等
参
画
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
八
号

東
京
都
男
女
平
等
参
画
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
男
女
平
等
参
画
基
本
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
）
」
を
「
（
第
十
二
条－

第
十
三
条
）
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
都
の
附
属
機
関
等
に
お
け
る
委
員
構
成
）

第
十
二
条
の
二

都
の
政
策
の
決
定
過
程
に
多
様
な
価
値
観
や
発
想
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
都
の
附
属

機
関
及
び
こ
れ
に
類
似
す
る
機
関
（
以
下
「
都
の
附
属
機
関
等
」
と
い
う
。
）
の
委
員
を
選
任
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
男
女
い
ず
れ
の
性
も
委
員
総
数
の
四
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
の
附
属
機
関
等
は
、
一
つ
の
性
の
委
員
の
み
で
組
織
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
い
ず
れ
か
一
方
の
性
が
」
を
「
い
ず
れ
の
性
も
」
に
、
「
四
割
未
満
と
な
ら

な
い
」
を
「
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
男
女
平
等
参
画
基
本
条
例
第
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の

条
例
の
施
行
後
に
選
任
さ
れ
る
都
の
附
属
機
関
及
び
こ
れ
に
類
似
す
る
機
関
の
委
員
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

学
校
職
員
の
定
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
九
号

学
校
職
員
の
定
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

学
校
職
員
の
定
数
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項

又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の

定
数
に
関
す
る
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
す
。

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
九
十
号

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
四
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
再
任
用
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短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
条
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
の
二
中
「
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項

又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
と
み
な
す
。

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
九
十
一
号

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、

「
占
め
る
者
」
の
下
に
「
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
八
条
第
九
項
中
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第

二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」

と
い
う
。
）
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
の
再
任
用
職
員
」
を
「
の
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
掲
げ
る
給
料
月
額
」
を
「
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
」
に
改
め
、
「
応

じ
た
額
」
の
下
に
「
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

て
得
た
額
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
三
項
及
び
第
九
項
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
三
第
二
項
中
「
給
料
月
額
」
を
「
給
料
の
月
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
再
任
用

職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二

条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
退
職
し
た
者
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職

し
た
者
で
退
職
」
を
「
採
用
さ
れ
る
」
に
、
「
退
職
前
に
お
け
る
勤
務
と
再
任
用
の
各
任
期
に
お
け
る

勤
務
と
が
引
き
続
く
も
の
と
、
そ
れ
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
再
任
用
の
各
任
期
に
お
け
る
勤
務
」
を

「
、
当
該
採
用
前
に
お
け
る
勤
務
と
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
の
勤
務
と
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改

め
る
。

第
二
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
中
「
再
任
用
職

員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
三
」
を
「
第
八
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
十
一

条
の
三
」
に
、
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

付
則
に
次
の
九
項
を
加
え
る
。

９

当
分
の
間
、
職
員
の
給
料
月
額
は
、
当
該
職
員
が
六
十
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月

一
日
（
付
則
第
十
二
項
に
お
い
て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料

表
の
給
料
月
額
の
う
ち
、
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び
に
第
八

条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
（
給
料
の

切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
と
し
て
、
こ
の
条
例
そ
の
他
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
、
異
な
る
給
料
月

額
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
当
該
給
料
月
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十

円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と

き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。

１０

前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
降
給
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
す
る
。
た
だ
し
、
付
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

職
員
を
降
給
さ
せ
る
場
合
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
降
給
さ
せ
る
も
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の
と
す
る
。
」
と
す
る
。

１１

付
則
第
九
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
非

常
勤
職
員

二

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
条
例
第
四
号
）
第
六
条
第
二
項
第
一

号
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員

三

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
異
動
期
間
（
同
項
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延

長
さ
れ
た
同
条
例
第
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員

四

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職

員
（
同
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
に
お
い
て
付
則
第
九
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い

た
職
員
を
除
く
。
）

１２

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
を
さ
れ
た
職
員
で
あ
つ

て
、
当
該
他
の
職
へ
の
降
任
を
さ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
付
則
第
十
四
項
に
お
い
て
「
異
動

日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
特
定
日

に
付
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日

給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
異
動
日
の
前
日
に
当
該
職
員
が
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
百
分
の
七
十

を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十

円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
付
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額

を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

１３

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計

額
が
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月

額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
基
礎
給
料
月
額
と
特
定

日
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お

け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
」
と
す
る
。

１４

異
動
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
付
則
第
九
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
職
員
に
限
り
、
付
則
第
十
二
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
同
項
の
規
定
に

よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
当
分
の
間
、

当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
付
則
第
十

二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

１５

付
則
第
十
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
以
外
の
付
則
第
九
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の

権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
当
分
の
間
、
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の
ほ

か
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
三
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
額
を
給
料

と
し
て
支
給
す
る
。

１６

付
則
第
十
二
項
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
第
十
一
条
第
二

項
、
第
十
五
条
の
四
第
一
項
並
び
に
第
十
五
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
月
額
と
付
則
第
十
二
項
、
第
十
四
項

又
は
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
」
と
す
る
。

１７

付
則
第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
付
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
、

付
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
そ
の
他
付
則
第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

別
表
第
二
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
の
欄
中
「再

任
用
職
員

」
を
「定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員

」
に
改
め
、
同
表
再
任
用
職
員
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職
員
の
勤
務
延
長
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」

と
い
う
。
）
付
則
第
九
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
五
項
又
は
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

（
定
年
退
職
者
等
の
再
任
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定

再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
が
改
正
後
の
条
例
第
二
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
改
正
後
の
条
例
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
給
料
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

２

改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
が
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
改
正
後
の
条
例
第
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
給
料
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
に
、

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
四
十
五
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

３

暫
定
再
任
用
職
員
又
は
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
へ
き
地
学
校
等
（
改
正
後
の
条
例
第
十

五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
へ
き
地
学
校
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
退
職
し
た
者
若
し
く
は
同
法
第
二
十
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者
で
退
職

前
か
ら
引
き
続
き
へ
き
地
学
校
等
に
勤
務
す
る
も
の
又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て

勤
務
し
た
後
定
年
退
職
日
相
当
日
（
同
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
相
当

日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
退
職
し
た
者
で
退
職
前
か
ら
引
き
続
き
へ
き
地
学
校
等
に
勤
務
す
る

も
の
に
あ
っ
て
は
退
職
前
に
お
け
る
勤
務
と
暫
定
再
任
用
職
員
又
は
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
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の
各
任
期
に
お
け
る
勤
務
と
が
引
き
続
く
も
の
と
、
同
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
る
前
か
ら
引
き
続
き
へ
き
地
学
校
等
に
勤
務
し
て
い
た
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

で
あ
っ
て
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
中
引
き
続
き
へ
き
地
学
校
等

に
勤
務
し
た
後
定
年
退
職
日
相
当
日
に
退
職
し
た
者
で
退
職
前
か
ら
引
き
続
き
へ
き
地
学
校
等
に
勤

務
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
る
前
に
へ
き
地
学
校

等
に
勤
務
し
て
い
た
期
間
と
退
職
前
に
お
け
る
勤
務
と
暫
定
再
任
用
職
員
又
は
暫
定
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
の
各
任
期
に
お
け
る
勤
務
と
が
引
き
続
く
も
の
と
、
そ
れ
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
暫
定
再

任
用
職
員
又
は
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
各
任
期
に
お
け
る
勤
務
が
引
き
続
く
も
の
と
み
な

し
て
、
改
正
後
の
条
例
第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

暫
定
再
任
用
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と

み
な
し
て
、
改
正
後
の
条
例
第
二
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
三

第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の

条
例
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
暫
定
再
任
用
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
九
十
二
号

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
七
年

東
京
都
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

給
与
条
例
付
則
第
九
項
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
教
職
調
整
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
と
す
る
。

６

給
与
条
例
付
則
第
十
二
項
、
第
十
四
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員

の
教
職
調
整
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
と
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項

又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
義
務
教
育
諸

学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短

時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
と
み
な
す
。

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三

十
七
年
東
京
都
条
例
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
七
万
三
千
九
十
円
」
を
「
七
万
五
千
二
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
中
「
三
万
六
千
五
百
円
」
を
「
三
万
七
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学

校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
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規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

新
条
例
第
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、
適
用
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由

が
生
じ
た
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
介
護
補
償
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

適
用
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災

害
補
償
に
関
す
る
条
例
第
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
補
償
（
適

用
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
し
て
支
払

わ
れ
た
金
額
は
、
新
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
補
償
の
内
払
と
み
な
す
。
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